
岡谷市水道事業経営戦略

第３回改定版

（ 2018 年度 ～ 2027 年度 ）

長野県岡谷市



目 次 

１ 策定の背景と目的 ....................................................... 1

（１）背景と目的......................................................... 1

（２）経営戦略の位置付け ................................................. 1

（３）計画期間 .......................................................... 2

２ 水道事業の概要......................................................... 3

（１）岡谷市の位置・地勢 ................................................. 3

（２）水道事業の現状 ..................................................... 3

（３）料金 .............................................................. 6

（４）組織 .............................................................. 7

（５）経営健全化の取組 ................................................... 7

（６）民間活力の活用等 ................................................... 8

（７）経営比較分析表を活用した現状分析 ................................... 8

３ 将来の事業環境........................................................ 14

（１）給水人口の予測 .................................................... 14

（２）給水量の予測...................................................... 15

（３）料金収入の見通し .................................................. 17

（４）施設の見通し...................................................... 19

（５）組織の見通し...................................................... 21

（６）水道事業の課題 .................................................... 21

４ 経営の基本方針........................................................ 22

（１）基本方針 ......................................................... 22

（２）施設計画及び達成目標 .............................................. 24

５ 投資・財政計画（収支計画） ............................................ 26

（１）投資・財政計画の策定 .............................................. 26

（２）投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 ............ 32

６ 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 ................................ 34

用語解説.......................................................... 35 

投資・財政計画（収支計画） ........................................ 40 



 

１ 策定の背景と目的

（１）背景と目的

岡谷市の水道事業は、昭和 27 年に発足しました。その後、大正末期から昭和初期にか

けて建設された各地域の水道を統合しながら、人口増加や市街地の拡大、産業の振興に応

じて拡張事業を行い、市民生活を支え、現在まで安全で良質な水道水の安定供給に努めて

きました。しかし、老朽化した施設の更新時期を迎えつつあり、今後は施設の更新や耐震

化に多額の費用が必要になります。また、人口減少に伴う給水収益の減少も見込まれるな

ど、水道事業を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。 

このような中、将来にわたり安全で安心な水道水の供給を安定して継続できるように、

自立した健全経営のための基本計画として、中長期的な視点から経営の健全化と経営基

盤の強化を図るために「岡谷市水道事業経営戦略」を策定します。 

（２）経営戦略の位置付け

本戦略は、第５次岡谷市総合計画において将来都市像として掲げている「人結び 夢と

希望を紡ぐ たくましいまち岡谷」を目指し、施策としている「上下水道事業の維持・整

備」との整合を図り、厚生労働省の新水道ビジョンを反映させた「岡谷市水道事業基本計

画」や、総務省が示す経営戦略策定ガイドラインを基に策定します。 

＊新水道ビジョン（厚生労働省(当時)、令和６年４月から国土交通省） 

 日本の総人口の減少（給水人口、給水量の減少）、老朽化施設の更新、東日本大震災の経験

（大地震、巨大津波、液状化、放射性物質）等、水道を取り巻く状況の大きな変化を踏まえ、

来るべき時代に挑戦するため水道の理想像を明示し、その理想像を具現化するための当面の

間に取り組むべき事項や方策を提示しています。 

＊経営戦略（総務省） 

 公営企業について、保有する資産の老朽化に伴う大量更新期の到来や、人口減少に伴う料

金収入の減少等により経営環境は厳しさを増しており、不断の経営健全化の取組が求められ

ていることから、将来にわたるサービスの提供を安定的に継続していくための経営計画であ

る「経営戦略」の策定が必要であるとしています。 

令和７（2025）年度 岡谷市水道事業経営戦略の改定について 

平成 30（2018）年度から令和６（2024）年度までの事業実績と将来の事業環境の変化を踏まえ

て「岡谷市水道事業経営戦略」の一部を見直しました。 

施設整備目標を達成するため維持管理に関する収支（収益的収支）と施設整備に関する収支（資

本的収支）の見直しを行い、主に 26 ページからの「投資・財政計画」について内容を見直し、改

定したものです。 
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新水道ビジョン 

【厚生労働省】 

《基本理念》 

地域とともに、信頼を

未来につなぐ日本の

水道 

経営戦略 
【総務省】 

将来にわたるサービ

スの提供を安定的に

継続していくための経

営計画

岡谷市水道事業経営戦略 

《計画期間 10 年間》 

岡谷市水道事業基本計画 

（水道事業ビジョン） 

《基本理念》 
自然と調和し、安心な暮ら 

しを支え、信頼される水道 

《計画期間 20 年間》 

岡谷市総合計画 

図 1-1 経営戦略の位置付け 

（３）計画期間

岡谷市水道事業経営戦略の計画期間は、優先的に実施する必要性が高い事業や取組に

対する当面の目標を 10年後に置き、2018(H30)年度から 2027(R9)年度までとします。 

計画期間 2018(H30)年度から 2027(R9)年度までの１０年間 
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２ 水道事業の概要

（１）岡谷市の位置・地勢

（２）水道事業の現状

ア 水道事業の沿革

岡谷市水道事業は、昭和 27 年に発足して以来拡張を続け、令和６年に第５期拡張第５

次変更事業として認可を受けて現在に至っています。 

表 2-1 岡谷市水道事業の沿革 

名 称 許可年月日 給水人口 給水量 備 考 

創 設 S27.10.30 6,000 人 600 m3 岡谷市上水道の発足 

第 １ 期 拡 張 S37.12.28 45,000 11,250 岡谷市上水道へ６水道統合 

第 ２ 期 拡 張 S38.12.28 50,000 18,500 給水区域の拡張 

第 ３ 期 拡 張 S44. 3.31 70,000 42,000 水源増設、川岸水道の統合 

同 第 １ 次 変 更 S45.11.10 70,000 42,000 水源の変更 

第 ４ 期 拡 張 S49. 6.20 66,000 36,300 水質汚濁等による水源の増設 

同 第 １ 次 変 更 S59. 3. 1 66,000 36,300 水源増設、廃止 

同 第 ２ 次 変 更 S59. 3.31 66,000 36,300 水源の増設 

第 ５ 期 拡 張 S59.12.13 62,700 35,000 給水区域の拡張、水源の増設 

同 第 １ 次 変 更 S63. 8.23 62,700 35,000 水源の増設 

同 第 ２ 次 変 更 H 6. 8.23 62,700 35,000 給水区域拡張、浄水方法変更 

同 第 ３ 次 変 更 H 9. 3.25 62,700 35,000 浄水方法の変更 

同 第 ４ 次 変 更 R 3. 3.29 47,800 21,700 水源の統合、浄水方法の変更 

同 第 ５ 次 変 更 R 6. 3.11 47,800 21,700 取水地点の変更 

また、平成 16年６月に厚生労働省が策定した「水道ビジョン」に沿って、平成 18 年度

に「岡谷市水道事業基本計画」を策定しました。その後、国の新たなビジョンとして「新

水道ビジョン」が策定されたことを受け、平成 26年度に「岡谷市水道事業基本計画」を

改定しました。以後、平成 30 年度、令和４年度には実施計画の見直しを行っています。 

岡谷市は、長野県のほぼ中央、諏訪湖の西岸に位置し、

遠くには富士山、八ヶ岳連峰を望む、湖と四季を彩る

山々に囲まれた風光明媚な都市です。面積は 85.10km2

で、市域は東西 7.3km、南北 16.7km に広がっており、

７割近くを森林が占めています。標高 759.3m、周囲約

16km、面積 13.3km2の長野県で一番大きな湖である諏訪

湖をはじめ、天竜川、横河川、塚間川、十四瀬川、大川

などがあり、豊かな水環境に恵まれています。 

岡谷市 
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イ 主要な水道施設

① 水源（14 か所）

表 2-2 水 源 

施設名 種別 
計画給水量 

㎥/日 
施設名 種別 

計画給水量 

㎥/日 

1 小井川第 1 水源 表流水 5,800 9 塩嶺水源 地下水 700 

2 出早第 1 水源 地下水 400 10 内山水源 地下水 800 

3 出早第 2 水源 地下水 200 11 樋沢水源 地下水 800 

4 宗平寺水源 地下水 2,500 12 川岸第 1 水源 地下水 200 

5 片間町水源 地下水 2,800 13 川岸第 2 水源 地下水 1,800 

6 東堀水源 地下水 500 14 花岡水源 地下水 2,000 

7 常現寺水源 地下水 200 
計 21,700 

8 河原口水源 地下水 3,000 

※南唐沢水源、一ノ瀬水源、御用地水源：2015(H27)年廃止

小井川第 2 水源、小田井水源、小坂水源、方久保水源：2024（R6）年廃止

※片間町水源：施設更新に伴い 2024（R6）年より取水地点を変更

※計画配水量：2021(R3)年に 32,200m3から 21,700m3へ変更

※計画取水量：2021(R3)年に 32,400m3から 21,900m3へ変更

② 配水池（16か所）

川岸配水池、小井川配水池、花岡配水池は大正末期に築造されており、100 年が経過

しているため老朽化が進んでいます。 

表 2-3 配水池 

施設名 
配水池容量

(㎥) 

建設 

年度 
施設名 

配水池容量

(㎥) 

建設 

年度 

1 川岸配水池 1,564 T14 10 塩嶺配水池 450 S59 

2 小井川配水池 1,278 T14 11 今井配水池 400 S29、S51 

3 花岡配水池 1,278 T14 12 上の原配水池 250 S41 

4 内山配水池 1,000 S60 13 高尾配水池 200 S53 

5 長地配水池 800 H12 14 御野立配水池 100 S54 

6 中尾配水池 672 S41、H4 15 御用地配水池 864 S50 

7 東山配水池 500 S59 16 今井上向配水池 4,800 R3 

8 樋沢配水池 500 S59 
計 15,156 

9 常現寺配水池 500 S59 

※中山配水池：2010(H22)年廃止

※御用地配水池：2015(H27)年水源廃止後配水池化、御用地配水池のみポンプ圧送にて配水

※小坂配水池：2021(R3)年休止、2024（R6）年廃止

※岡谷配水池：2022(R4)年廃止
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③ 管路

管路は、塩化ビニル管とダクタイル鋳鉄管で全体の 90.7％を占めています。また、

管路の 93.5％を配水支管が占めています。塩化ビニル管は、耐震性能が低く、ほとん

どが配水支管に存在しています。更新期間が長期間にわたるため、計画的に更新する必

要があります。 

（令和７年３月現在） 

表 2-4 管種別延長・占有率 

管種（材料） 延長（m） 占有率(%) 

塩 化 ビ ニ ル 管 172,934 48.9 

ダクタイル鋳鉄管 147,883 41.8 

ポリエチレン管 28,326 8.0 

鋼 管 1,935 0.6 

鋳 鉄 管 952 0.3 

ス テ ン レ ス 管 800 0.2 

不 明 管 836 0.2 

計 353,666 100.0 

表 2-5 用途別延長・占有率 

用途別 延長(m) 占有率(%) 

配 水 支 管 330,601 93.5 

送 水 管 16,772 4.7 

配 水 本 管 4,587 1.3 

導 水 管 1,706 0.5 

計 353,666 100.0 

図 2-1 管種別占有率 図 2-2 用途別占有率 

塩化ビニル管

48.9%
ダクタイル鋳鉄管

41.8%

ポリエチレン管

8.0%

鋼管0.6%
鋳鉄管

0.3%

ステンレス管

0.2%

不明管

0.2%

塩化ビニル管 ダクタイル鋳鉄管
ポリエチレン管 鋼管
鋳鉄管 ステンレス管
不明管

配水支管

93.5%

送水管

4.7%

配水本管

1.3% 導水管

0.5%

配水支管 送水管 配水本管 導水管
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ウ 給水（令和６年度実績）

供用開始年月日 昭和 27 年 10 月 30 日 計画給水人口 47,800 人 

法適（全部・財

務）・非適の区分 
法適（全部） 

現在給水人口 46,047 人 

有収水量密度 2,504 ㎥/ha 

エ 施設（令和６年度実績）

水源 ☑表流水、□ダム、□伏流水、☑地下水、□受水、□その他

施設数 
浄水場設置数 １ 

管路延長 353.666 kｍ 
配水池設置数 16 

施設能力 21,700 ㎥／日 施設利用率 83.0 ％ 

（３）料金

料金は、メーターの口径別に設定している基本料金と、使用水量に応じて設定している

水量料金で構成されています。水量料金は、使用水量が多いほど単価が高くなる逓増制を

採用しています。 

ア 基本料金(1 か月につき、消費税抜き)

メーターの

口径(mm)
料金（円） 

13 1,180 

20 2,790 

25 5,580 

40 17,220 

50 38,720 

75 108,820 

100 232,560 

イ 水量料金(1 か月につき、消費税抜き)

種別 水量 料金(円/㎥) 

一般用 水量区分 

15 立方メートルまで 44 

15 立方メートルを超え 
30 立方メートルまで 

99 

30 立方メートルを超え 
るもの 

121 

浴場用 47 

臨時用 230 

※直近の料金改定年月日（消費税率の変更に伴うものを除く。）は 2017(H29)年７月１日
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（４）組織 

水道事業に関わる職員数は 14 名です（図 2-3）。前々回水道料金を改定した平成 11 年

度の職員数 25 名と比較すると 11 名減少しています。検針、水質検査については民間委

託しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 組織図 

 

（５）経営健全化の取組 
岡谷市では、昭和 60 年度に「岡谷市行政改革大綱」を定めて以降、積極的な行財政改

革を進め、厳しい社会経済状況の中、職員全体で行財政改革に取り組んでいます。 

平成 28 年度から平成 30年度までの３年間では、「第６次定員適正化計画」に基づく職

員配置の適正化に取り組むとともに、「岡谷市行財政改革３か年集中プラン」に基づいた

行財政改革を推進しました。平成 31 年度（令和元年度）から令和５年度までの５年間で

は、第５次岡谷市総合計画の策定に伴う「岡谷市行財政改革プログラム」に基づく行財政

改革を推進しました。現在は、「水道事業経営戦略」に基づき経営の健全化に取組んでい

ます。 

ア 第６次定員適正化計画（平成 28 年度 ～ 平成 30 年度） 

公営企業会計（病院事業・水道事業・下水道事業）の職員数 

・ 効率的な経営を行うために業務の見直しを行い、経営上必要な職員数を確保 

イ 岡谷市行財政改革３か年集中プラン（平成 28年度 ～ 平成 30 年度） 

重点改革項目５「公営企業、外郭団体等の経営健全化」の推進項目として「水道事業・

下水道事業の健全経営の維持」を掲げています。 

推進内容は、「地方公営企業の経営の原則である公共性と効率性の両面の観点を踏ま

え、料金の適正な見直しの検討など収入の確保に努めるとともに、事務事業の簡素・効

率化、委託化による経費の節減・合理化を図り、健全な経営を維持し、財務体質の強化

を図る。」であり、実施項目として次の４項目を掲げて推進しました。 

① 水道施設の計画的な整備、更新等 

給水人口の減少予測に対し、安全・安心な水道水を供給するため、配水システムの再

構築、水道施設の更新など、計画的に取り組み、維持管理経費の節減に努めます。 

建設水道部水道課 上水道担当 ９名 

管理担当   ３名 

料金担当   １名 

水道課長 １名 
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② 収納率の維持・向上 

公平な負担を確保するため、収納率の維持・向上を目指し、収入確保に努めます。 

③ 上下水道料金の見直し 

水道料金及び下水道使用料については、適正な原価計算によって３年ごとの見直し

を実施します。 

 ウ 岡谷市行財政改革プログラム（平成 31 年度(令和元年度)～令和５年度） 

「公営企業会計の取組」の実施項目として、水道事業関連では２項目を掲げて推進し

ています。 

① 水道事業の健全経営の維持 

水道事業基本計画及び経営戦略に基づき、水道施設の更新、再構築、耐震化に取り組

むとともに、施設の適正な維持管理と維持管理経費の削減に努めます。水道料金につい

ては、適正な原価計算により、３年ごとの見直しを実施します。 

② 上下水道料金収納率の維持・向上 

公平な負担の確保と健全経営維持の観点から、納付環境等の整備による収納率の維

持・向上、収入確保及び効果的な滞納整理の検討を行います。 

 

 

（６）民間活力の活用等 
ア 民間活力の活用状況 

検針業務、メーター開閉栓業務、検満メーター交換業務、水質検査業務、水道施設の

警報対応業務などの業務を委託しています。 

指定管理者制度やＰＰＰ／ＰＦＩの導入実績はありません。 

イ 資産活用の状況 

廃止した水道施設の取壊し、未利用土地の売却及び賃貸を行っています。 

 

 

（７）経営比較分析表を活用した現状分析 

ア 経営指標の状況 

経営比較分析表の各指標について全国平均や類似団体との比較を明確にするため、令

和６年度実績によるレーダーチャートを使った分析を図2-4に示します。全国平均を100

として置き換え、数値が 160 を超えた場合は“160 以上”と表しています。なお、数値

が低い方が良い状況を示す指標（分析指標のうち②、④、⑥、⑨、⑩が該当）について

は、指標値が低いほど数値が高くなるように表示してあり、レーダーチャートの数値が

100 を超えているものに関しては、その指標が示す経営状況は全国平均よりも良好であ

ることを示しています。 

財務状況に関する指標（①～⑧）では、①経常収支比率は損益の分岐となる 100％こ

そ超えているものの、全国平均を下回る状況です。⑤料金回収率も 100％をわずかに下
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回っており、給水にかかる費用を料金で回収できていない状況です。④企業債残高対給

水収益比率は、収入規模に対して適正な借入れとなっているかを見る指標ですが、全国

や類似団体の水準と比較して借入れが多くなっています。⑥給水原価は、１m3の水道水

を供給するためにどれだけの費用を要しているかを表します。平均より低い水準である

ことから効率的な運用ができていると考えられます。 

施設の老朽化の状況（⑨～⑫）は、経営指標の中で施設に関する指標を分析したもの

です。⑩管路経年化率は、法定耐用年数を超えた管路延長の割合が類似団体平均より低

く、現時点では健全な状況です。⑪管路更新率は、全国平均をわずかに下回るものの、

類似団体よりは高い水準です。⑫耐震適合率（基幹管路）は、全国平均をわずかに下回

りますが、概ね同等の水準です。⑨有形固定資産減価償却率では、チャートの値が 100

を下回っており、施設全体の老朽化が比較的進んでいる状況となっています。老朽化し

た施設や管路について、危機管理の面からも更新や耐震化を早急に行うよう検討を進め

ます。 

各項目に対する分析を次ページ以降に示します。 

 

 

図 2-4 レーダーチャートによる分析 
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イ 経営の健全化・効率性の状況 

① 経常収支比率（経常損益）図 2-5 

経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すものであり、100％以上

を示していることから収支は黒字となっています。但し、令和６年度はそれ以前に比べ

て大きく低下し、類似団体平均を下回る結果となりました。 

② 累積欠損比率（累積欠損）図 2-6 

経営状況の健全性を示す指標です。営業収益に対する累積欠損金は発生しておらず、

健全な経営状況にあるといえます。 

 

図 2-5 ①経常収支比率 

 

図 2-6 ②累積欠損比率 

 

③ 流動比率（支払能力）図 2-7 

短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。100％以上を示しており短期的な支

払能力に問題はありませんが、類似団体平均より数値が小さく、災害等による突発的な

支出に対する財源が不足する可能性があります。 

④ 企業債残高対給水収益比率（債務残高）図 2-8 

企業債残高の規模を表す指標です。令和５年度と令和６年度は類似団体平均を上回

っており、給水収益に対して借入れ額が大きいと考えられます。 

 
図 2-7 ③流動比率 

 
図 2-8 ④企業債残高対給水収益比率 
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⑤ 料金回収率（料金水準の適切性）図 2-9

供給単価と給水原価の関係を見るものです。令和５年度までは供給単価が給水原価

を上回っていましたが、令和６年度は供給単価が給水原価をわずかに下回りました。 

⑥ 給水原価（費用の効率性）図 2-10

有収水量１m3 の水道水を供給するために要した費用です。類似団体平均より低い値

を示しており、効率的な運営ができていると考えられます。 

図 2-9 ⑤料金回収率 図 2-10 ⑥給水原価 

⑦ 施設利用率（施設の効率性）図 2-11

施設の利用状況や適正規模を判断する指標です。令和３年度に施設能力を見直した

ことで大幅に上昇し、類似団体平均を大きく上回っています。 

⑧ 有収率（供給した配水量の効率性）図 2-12

施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標であり、数値が低い場合は漏

水が多いことを表します。類似団体平均を若干下回っており、今後は水道管が経年劣

化していくことから、漏水防止対策や計画的な更新が必要となります。 

図 2-11 ⑦施設利用率 図 2-12 ⑧有収率 
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ウ 老朽化・耐震化の状況 

⑨ 有形固定資産減価償却率（施設全体の減価償却の状況）図 2-13 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、

資産の老朽化度合を示しています。令和５年度までは類似団体平均より高い水準でし

たが、令和６年度には改善して 50％以下となり、類似団体平均を下回りました。 

 

図 2-13 ⑨有形固定資産減価償却率 

 

⑩ 管路経年化率（管路の経年化の状況）図 2-14 

法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路の老朽化度合を示してい

ます。法定耐用年数を超えた管路延長の割合は類似団体平均より低く、比較的経年化が

進んでおらず現時点では健全な状況といえます。 

図 2-14 ⑩管路経年化率  
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⑪ 管路更新率（管路の更新投資の実施状況）図 2-15 

当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標です。年度によってばらつきはあり

ますが、概ね類似団体平均値を上回る水準で管路更新に取り組んでいます。 

 

図 2-15 ⑪管路更新率 

 

⑫ 耐震適合率（基幹管路耐震化の実施状況）図 2-16 

基幹管路総延長に対する耐震適合性のある管の延長を表す指標です。過去５年間で

上昇したものの、いまだ全国平均より低い数値となっているため、基幹管路の耐震化を

さらに進めていく必要があります。 

 

図 2-16 ⑫耐震化適合率  
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３ 将来の事業環境 
（１）給水人口の予測 

給水人口と給水量の将来値は、令和６年度までの実績による水需要予測に基づいて計

画します。コーホート要因法により行政区域内人口を推計し、これに基づいて給水人口を

推計しました。給水量は、用途別に時系列傾向分析により推計しました。 

岡谷市でも少子高齢化の進行とともに行政区域内人口は減少傾向となっています。給

水人口も減少傾向を示しており、平成 19 年度から令和６年度までの 17 年間で 8,656 人、

15.8％減少しています。 

令和９年度では、令和６年度より 1,797 人、3.9％減少すると推測されます。給水人口

の実績値及び推計値を表 3-1 に、グラフを図 3-1 に示します。 

給水区域内人口は、行政区域内人口から給水区域外人口を控除して求めます。 

給水区域内人口＝行政区域内人口－給水区域外人口 

給水人口は、給水区域内人口から水道未普及人口を控除して求めます。 

給水人口＝給水区域内人口－水道未普及人口 

 

表 3-1 給水人口の推移           （単位：人） 

年 度 

2007 

(H19) 

2008 

(H20) 

2009 

(H21) 

2010 

(H22) 

2011 

(H23) 

2012 

(H24) 

2013 

(H25) 

2014 

(H26) 

2015 

(H27) 

2016 

(H28) 

実績 

行政区域内人口 54,873  54,661  54,219  53,759  53,200  52,573  52,038  51,565  51,039  50,614  

給水区域内人口 54,703  54,505  54,063  53,608  53,055  52,428  51,891  51,418  50,892  50,468  

給 水 人 口 54,703  54,505  54,063  53,600  53,048  52,421  51,878  51,405  50,880  50,455  

           

年 度 

2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

2021 

(R3) 

2022 

(R4) 

2023 

(R5) 

2024 

(R6) 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

実績 推計 

行政区域内人口 50,039  49,670  49,163  48,572  47,854  47,452  46,799 46,189  45,585  44,985  44,386  

給水区域内人口 49,894  49,527  49,026  48,438  47,710  47,309  46,660  46,053  45,451  44,853  44,256  

給 水 人 口 49,882  49,515  49,015  48,430  47,702  47,301  46,653  46,047  45,445  44,847  44,250  
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図 3-1 給水人口の推移 

（２）給水量の予測

給水人口の減少に伴い給水量も減少しており、今後も減少傾向が続くと見込まれます。

有収水量は、用途別（生活用、業務・営業用）に分けて、過去 10 年間の実績値を基に推

計した値を合算して求めます。 

有収水量＝生活用水量＋業務営業用水量 

生活用水量は、原則として一般家庭で使用される水であり、給水人口に一人当たり使用

水量を乗じて求めています。また、業務・営業用水量は、官公署用、学校用、病院用、事

務所用、営業用、工場用などに使用される水量であり、過去の実績値の推移を考慮して将

来の水量を推計します。 

過去の給水量の実績値では、給水人口の減少とともに生活用水量も減少傾向を示して

います。また、業務・営業用水量も同様に減少傾向を示しています。有収水量の合計値で

は、平成 19 年度から令和６年度までの 17 年間で 4,806m3/日、26.1％減少しています。 

有効率は、水道施設及び給水装置を通して給水される水量が有効に使用されているか

どうかを示す指標であり、将来目標を 95％に設定しています。また、負荷率は、１日最

大給水量に対する１日平均給水量の割合を表すもので、供給安全性を重視し、過去の実績

値を踏まえて 85.1％と設定しました。 

給水量の実績値及び推計値を表 3-2 に、グラフを図 3-2 に示します。 
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表 3-2 給水量の推移  （単位：m3/日） 

年 度 

2007 

(H19) 

2008 

(H20) 

2009 

(H21) 

2010 

(H22) 

2011 

(H23) 

2012 

(H24) 

2013 

(H25) 

2014 

(H26) 

2015 

(H27) 

2016 

(H28) 

実績 

有 収 水 量 18,409 17,293 16,365 16,492 16,030 15,935 15,452 15,051 14,860 14,779 

１日平均給水量 21,591 20,275 19,204 19,358 18,825 18,756 18,271 17,677 17,345 17,295 

１日最大給水量 26,254 24,519 23,459 23,805 23,261 23,070 23,029 23,136 22,181 22,135 

有 効 率 87.7% 88.3% 88.5% 92.5% 88.0% 87.9% 87.9% 88.4% 88.7% 88.8% 

負 荷 率 82.2% 82.7% 81.9% 81.3% 80.9% 81.3% 79.3% 76.4% 78.2% 78.1% 

年 度 

2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

2021 

(R3) 

2022 

(R4) 

2023 

(R5) 

2024 

(R6) 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

実績 推計 

有 収 水 量 14,587 14,403 14,083 14,281 14,150 13,902 13,746 13,603 13,600 13,405 13,200 

１日平均給水量 17,141 18,689 19,161 18,838 18,376 18,041 17,790 18,011 17,837 17,578 17,380 

１日最大給水量 22,138 22,358 21,512 21,147 20,279 21,197 19,998 19,348 20,957 20,653 20,420 

有 効 率 88.4% 89.3% 89.1% 92.4% 93.4% 94.1% 94.0% 91.6% 92.0% 92.0% 92.0% 

負 荷 率 77.4% 83.6% 89.1% 89.1% 90.6% 85.1% 89.0% 93.1% 85.1% 85.1% 85.1% 

図 3-2 給水量の推移 
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（３）料金収入の見通し

将来の料金収入は、有収水量の推計値を基に推計します。水道料金は、３年ごとに現行

の料金水準の妥当性を検証しています。料金改定の推移を表 3-3 に示します。 

人口減少に伴う給水収益の減少と物価高騰による費用の増大が重なる中、老朽化が進

む水道施設の更新に必要な財源を確保するため、令和８年７月 1 日から水道料金の改定

を予定しています。 

新料金は表 3-4 に示すとおりであり、基本料金は 10％の値上げ、水量料金は 25％の値

上げとする予定です。この料金改定により、改定しない場合と比較して約 16.8%の料金収

入増加を見込んでいます。 

料金改定を踏まえた料金収入の見通しを図 3-3 に示します。 

表 3-3 料金改定の推移 

改定年度 改定率 算 定 期 間 

昭和 61 年度 14.80％ 昭和 62 年度 ～ 平成元年度 

平成元年度 11.37％ 平成 2 年度 ～ 平成 4 年度 

平成 4 年度 9.74％ 平成 5 年度 ～ 平成 7 年度 

平成 7 年度 改定なし 平成 8 年度 ～ 平成 10 年度 

平成 10 年度 9.80％ 平成 11 年度 ～ 平成 13 年度 

平成 13 年度 改定なし 平成 14 年度 ～ 平成 16 年度 

平成 16 年度 改定なし 平成 17 年度 ～ 平成 19 年度 

平成 19 年度 改定なし 平成 20 年度 ～ 平成 22 年度 

平成 22 年度 改定なし 平成 23 年度 ～ 平成 25 年度 

平成 25 年度 改定なし 平成 26 年度 ～ 平成 28 年度 

平成 28 年度 9.70％ 平成 29 年度 ～ 平成 31 年度 

令和元年度 改定なし 令和 2 年度 ～ 令和 4 年度 

令和 4 年度 改定なし 令和 5 年度 ～ 令和 7 年度 

令和 7 年度 16.8％ 令和 8 年度 ～ 令和 10 年度 

※消費税率改定によるものは含まない。
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表 3-4 改定前後の水道料金表 

基本料金(1 か月につき、消費税抜き) 

口径 現行料金 
新料金 

(R8.7.1 から) 
改定率 

13mm 1,180 円 1,298 円 

10.0％ 

20mm 2,790 円 3,069 円 

25mm 5,580 円 6,138 円 

40mm 17,220 円 18,942 円 

50mm 38,720 円 42,592 円 

75mm 108,820 円 119,702 円 

100mm 232,560 円 255,816 円 

水量料金(1 か月につき、消費税抜き) 

種別 水量 現行料金 
新料金 

(R8.7.1 から) 
改定率 

一般用 

15m3まで 44 円/m3 55 円/m3 

25.0％ 
15m3を超え 30m3まで 99 円/m3 124 円/m3 

30m3を超えるもの 121 円/m3 151 円/m3 

浴場用  47 円/m3 59 円/m3 

臨時用  230 円/m3 230 円/m3 改定なし 

 

 

 

図 3-3 料金収入の推移 
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（４）施設の見通し

ア 資産の健全度

資産の取得年度別帳簿原価（現在価値）を図 3-4 に示します。1995(H7)年に小井川浄

水場を建設したため、1991(H3)年から 1995(H7)年までの間に 26.1 億円要しています。

また、2021(R3)年から 2024(R6)年までの間も今井上向配水池や片間町水源ポンプ場、河

原口水源ポンプ場の建設等により 39.9 億円を要しています。 

図 3-4 資産の取得年度別帳簿原価（現在価値） 

更新を実施しなかった場合の施設（構造物・設備）の健全度を図 3-5 に示します。主

要な配水池が大正末期から昭和初期に築造されているため、現時点でも老朽化資産（法

定耐用年数の 1.5 倍を超えた資産）が 78％と高い数値であることから、迅速かつ計画的

に更新を進めます。 

図 3-5 施設（構造物・設備）の健全度 
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イ 管路の健全度

布設年度別延長（現有管路）を図 3-6 に示します。1981(S56)年から 1990(H2)年まで

の 10 年間に全管路延長約 354km のうちの約 50％を布設しています。 

図 3-6 布設年度別延長（現有管路） 

更新を実施しなかった場合の管路の健全度を図 3-7 に示します。現時点では法定耐用

年数以内の健全管路が 80％と概ね健全な状況です。しかし、管路を更新しなければ、５

年後の 2030(R12)年には経年化管路（法定耐用年数の 1.0 倍～1.5 倍の管路）及び老朽化

管路（法定耐用年数の 1.5 倍を超える管路）の割合が約 50％に、20 年後の 2045(R27)年

には 80％を超える見込みのため、計画的に管路を更新します。 

図 3-7 管路の健全度 
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（５）組織の見通し 
経営の効率化や市民サービスの向上を図るため、検針業務、水質検査業務、水道施設の

警報対応業務などの民間委託を進めたことにより、職員数は減少傾向で推移してきまし

た。 

今後も、サービス水準の維持向上と更なる経費の削減に向けて、委託している業務の効

果の検証や先進団体の事例を参考に、委託範囲の拡大のほか、包括的民間委託やＰＦＩな

どの導入の可能性について検討します。 

また、水道事業では、特殊な知識や技術が必要な場合が多く、人員の確保とともに技術

の継承が課題となっています。研修などの充実により、水道事業に必要な人材の育成に努

めます。 

 

（６）水道事業の課題 
人口減少社会の到来による給水量の減少に伴い、料金収入の減少につながることから

経営状況の悪化が懸念されます。こうした状況の中、老朽化した施設を含め適切な資産管

理（アセットマネジメント）による施設の整備・更新が必要であり、更に危機管理の面で

は災害時における応急給水の確保のため、応急給水量を想定した配水池容量の確保や管

路の耐震化推進が急務となっています。 

安全・安心で安定した水道事業を継続できるよう、健全な経営を維持するための適切な

料金水準の見直しを行いながら、これらの課題を解決する方策を示した岡谷市水道事業

基本計画を着実に推進し、自立した水道事業を継続していくことが必要となっています。 

    

今井上向配水池 

内山配水池 

【主要な水道施設】 

宗平寺水源ポンプ場 
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４ 経営の基本方針 

（１）基本方針 
水道事業の経営方針は、岡谷市水道事業基本計画で示されている基本理念を経営方針

とします（図 4-1）。また、経営健全化の取組として効率的な経営により収入と支出の均

衡を図るとともに、財源確保として水道料金の改定も視野に入れて安定した経営を目指

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 岡谷市水道事業基本計画における基本理念及び基本方針 

 

水道を取り巻く社会的な潮流に的確に対応しながら、快適で安全な都市環境を創造し、

水道事業が将来に向けて持続していくために基本理念や基本方針に沿って９つの施策目

標を設定し、目標ごとの基本施策を計画的に推進します（図 4-2）。 

より安全・安心で良質な水道水の安定供給を図り、質の高い給水サービスを提供してい

くため、中長期的な経営計画に基づく水道施設の再構築に向けた計画的かつ適正な投資

を実施します。また、“むだのない、安定した水道”として、更新財源の確保、技術の継

承、周辺市町村との広域化・共同化、民間活力の活用などに取り組むことにより運営基盤

の強化や業務の効率化を図り、経営健全化に取り組みます。  

【基本理念】 
第５次岡谷市総合計画で示されている将来都市像を具現化するために、

環境に配慮した、利用者の満足と信頼を得られる持続可能な水道事業を目

指しつつ、利用者の視点から水道事業を見つめ、常に質の高いサービスを提

供し続けることが大切と考えています。今後の事業運営は、『自然と調和し、

安心な暮らしを支え、信頼される水道』を基本理念として掲げ、実現に向けて

努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然と調和し、安心な暮らしを支え、信頼される水道 

《基本方針》 

１ むだのない、安定した水道 

２ たくましく、安全な水道 

３ 人と自然にやさしい水道 
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図 4-2 岡谷市水道事業基本計画 施策体系図 
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（２）施設計画及び達成目標 
水道施設整備では、配水区域の再構築を計画しています。また、更新計画は、耐用年数、

健全度、重要度及び優先度を考慮して更新需要の平準化を図り、計画的に実施していきま

す。経営戦略の計画期間 10 年間の整備計画内容と達成目標を以下に示します。 

ア 配水池整備・更新計画 

計画期間中の配水池の整備・更新計画を表 4-1 に示します。 

大正末期から昭和初期に築造された川岸配水池、小井川配水池、花岡配水池及び岡谷

配水池を更新又は休廃止します。小井川配水池及び御用地配水池は、令和３年度に竣工

した今井上向配水池へ機能を移管し、運用が安定したところで廃止します。川岸配水池

及び花岡配水池は統合し、（新）橋原配水池を建設する予定です。これらの整備が完了し

た後に、順次、川岸配水池と花岡配水池を廃止する予定です。 

その他、法定耐用年数（60 年）を超えていない配水池は、耐震診断後に必要に応じて

耐震補強を行い、耐震化を図ります。 

表 4-1 配水池の整備・更新予定 

施 設 名 
建設 

年度 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

2021 

(R3) 

2022 

(R4) 

2023 

(R5) 

2024 

(R6) 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 
備考 

 ( 岡 谷 配 水 池 ) S3     廃止       

1 ( 川 岸 配 水 池 ) T14          2032（R14）廃止予定 
(新橋原に統合) 

2 (小井川配水池) T14     更新済(今井上向配水池へ機能移管) 

3 ( 花 岡 配 水 池 ) T14          2032（R14）廃止予定 
(新橋原に統合) 

4 内 山 配 水 池 S60            

5 長 地 配 水 池 H12            

6 中 尾 配 水 池 H4            

7 東 山 配 水 池 
S41 
S59            

8 樋 沢 配 水 池 S59            

9 常 現 寺 配 水 池 S59            

10 塩 嶺 配 水 池 S59            

11 ( 今 井 配 水 池 ) 
S29 
S51            

12 上 の 原 配 水 池 S41            

13 高 尾 配 水 池 S53            

14 御 野 立 配 水 池 S54            

15 御 用 地 配 水 池 S50         2026（R8）廃止予定 

16 今井上向配水池 R3 新設        

 (新)橋原配水池 
R13 
予定          2031(R13)建設予定 
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イ 管路施設整備・更新計画 

災害対策本部、主要医療機関、広域避難場所・避難地などの重要給水施設に給水する

管路を特定し、整備を推進します。重要給水施設管路のゾーンごとの整備計画延長、10

年後の整備・更新延長及び整備率を表 4-2 に示します。 

表 4-2 重要給水施設管路整備計画 

用途別 計画延長(km) 
令和９年度時点 

更新予定延長(km) 整備率(％) 

Ａゾーン 

送水管新設 3.5 3.5 100.0 

配水管新設 5.7 5.7 100.0 

小計 9.2 9.2 100.0 

Ｂゾーン 

配水管布設 5.4 0.7 13.0 

Ｃゾーン 

送水管布設 1.7 1.7 100.0 

配水管布設 0.9 0.9 100.0 

小計 2.6 2.6 100.0 

 

合計 17.2 12.5 72.7 

 

ウ 達成目標 

施設・管路の整備・更新計画に基づいた配水池・管路などの 2027(R9)年度時点の達

成目標を表 4-3 に示します。その他の管路や機械・電気・計装設備については、今後

の経年化や劣化状態を考慮して投資の平準化を図りながら計画的に実施します。 

表 4-3 達成目標（2027(R9)年度まで） 

指標名 目標 説明 

老朽化資産（配水池） 50.0％  老朽化した４施設（配水池）の更新・廃止 

耐 震 診 断 ・ 補 強 80.0％  耐震診断対象施設（配水池）５施設 

管路（Ａゾーン）整備 100.0％  重要給水施設管路の整備 

管路（Ｂゾーン）整備 13.0％  同 上 

管路（Ｃゾーン）整備 100.0％  同 上 

   ※系統切替のため小井川配水池は現在も使用中ですが、今井上向配水池の建設が完了したことから更新済みと

しました。岡谷配水池は、今井上向配水池及び管路整備の完了後、2022 年度(R4)に廃止しました。川岸配水

池及び花岡配水池は、（新）橋原配水池整備後、2032 年度(R14)頃に廃止予定です。 
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５ 投資・財政計画（収支計画） 

投資・財政計画では、経営の基本方針とそれに基づく施設整備計画の目標を達成するた

め、施設整備に要する経費（投資）と維持管理に要する経費（投資以外の経費）を試算し

ました。また、必要な資金確保の方策としての財源（料金収入、企業債等）を試算してい

ます。維持管理に関する収支（収益的収支）と施設整備に関する収支（資本的収支）をあ

わせて収支計画（P40、P41）としています。 

 

（１）投資・財政計画の策定 
ア 投資について 

これまでは水源ごとに配水区域が分かれており水源から直接配水していたため、水源

に異常が発生したときの対応に苦慮していました。基本計画では、水源から取水した水

を新設送水場に集め、応急給水拠点に送水することにより、水源の相互融通を図ること

ができ水源が安定します。また、災害時における応急給水活動や応急復旧を迅速に行う

ために、応急給水拠点や重要給水施設管路を特定して、配水区域の再構築とあわせて計

画的・集中的に更新・耐震化を図ります。さらに、広域連携として緊急時において隣接

市町との水の相互融通を図る相互連絡管の耐震化を図ります。 

配水区域の再構築として、小井川浄水場周辺の市街地をＡゾーン、西側山手をＢゾー

ン、諏訪湖・天竜川周辺をＣゾーンとエリア分け（表 5-1、図 5-1）して、合理的な施

設整備・更新を推進していきます。 

 

 

 

 

 

  

エリア 水 系 
給水人口 

(人) 

給水量 

(m3/日) 

Ａゾーン 今井上向・出早・常現寺・東堀・花岡の一部 34,389 15,402 

Ｂゾーン 塩嶺・内山・樋沢 4,754 2,432 

Ｃゾーン 花岡・川岸・小田井 8,657 3,866 

計 47,800 21,700 

表 5-1 ゾーン別水系 
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イ 投資計画（更新・耐震化・再構築） 

① 応急給水施設の整備（老朽化施設の解消と容量の確保） 

・主要な配水池である小井川配水池、岡谷配水池、川岸配水池及び花岡配水池の老朽

化が進んでいるため、今井上向配水池の整備を 2021（R3）年度までに完了し、今後

は（新）橋原配水池を整備することにより、老朽化施設の解消と耐震性能の向上を

図ります。 

② 重要給水施設管路・連絡管の整備（耐震化） 

・Ａゾーンは、市街地で人口が集中（給水人口の約 70％）しており、災害対策本部と

なる市役所や災害時に重要な拠点となる病院・避難拠点など、人命の安全確保を図

るための給水優先度が特に高い施設が点在しています。したがって、Ａゾーンに応

急給水用の水を確保するため、応急給水拠点（配水池）の設置や、災害時に重要な

拠点となる病院・避難拠点などへの管路の整備（耐震化）を行います。また、近隣

市町との相互連絡管の耐震化を図ります。 

③ 配水区域の再構築 

・災害時における施設・水源の不測の事故や、設備のメンテナンス時などにおいても

安定した水道水の供給ができるように、応急給水拠点（配水池）の設置とあわせて

配水区域の再構築を図ります。また、水源の水融通を図ることによりバックアップ

機能を強化します。 

・配水の省エネルギー化を念頭に置いて、ポンプ設備による加圧配水を解消し、自然

流下方式で配水するように配水区域や配水方式の適正化を図ります。 

・既設水源の水源水量を調査し、取水量を増加することが可能であれば、高濁度や停

電などにより運転に支障を来すことがある小井川浄水場の運用を見直すとともに、

休廃止について検討します（安全な水の供給）。 

④ 適正水圧の確保（不安定な水圧の解消） 

・水圧の不安定箇所を解消するために、適所に配水池や減圧槽を新設します。また、

減圧弁を極力無くして施設維持管理の容易化を図ります。 

⑤ 経年化資産の更新 

・既存施設（ポンプ設備・計装設備）や、重要施設給水管路以外の配水管などについ

ても耐用年数、健全度、重要度及び優先度を考慮して更新需要の平準化を図り、計

画的に更新します。また、既存構造物について重要度の高い施設から順次耐震診断

を行い、必要に応じて耐震補強を行う予定です。 

ウ 投資額の概算 

2035（R17）年度までの約 20年間で防災・安全対策を重点とした整備計画を推進しま

す。また、既存構造物についても、重要度・優先度の高い施設から計画的に更新します。 

投資額は、整備計画として約 89.8 億円、更新計画として約 55.1 億円、その他の建設

改良費として約 4.2 億円の合計約 149 億円を投資する計画です。これまでに実施した施

設整備では投資額が計画を上回っていますが、今後の計画においては、それぞれ新設す
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る予定でいた川岸配水池及び花岡配水池を統合して整備したり、状況の変化により整備

の必要性がなくなった施設については整備を取り止めたりするなど、整備計画を見直し

ながら計画した投資額の範囲で整備を進めます。 

経営戦略計画期間の 2027(R9)年度までは、約 101 億円を投資する予定です。年度ごと

の費用にばらつきはありますが、可能な限り平準化を図り、水道施設の重要度や耐震性

能などによる優先順位を考慮して計画的に実施します。 

             表 5-2 整備・更新計画 年度別事業費     （単位：百万円） 

 
2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

2020 

(R2) 

2021 

(R3) 

2022 

(R4) 

2023 

(R5) 

2024 

(R6) 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 
小計 

整 備 計 画 67 241 517 1,162 999 453 1,287 1,298 0 19 33 6,076 

更 新 計 画 363 377 277 317 181 168 149 291 687 532 486 3,828 

そ の 他 23 23 23 19 17 19 21 20 20 27 23 235 

計 453 641 817 1,498 1,197 640 1,457 1,609 707 578 542 10,139 

  

 2028～2035 

(R10～R17) 

2017～2035 

合計 

整 備 計 画 2,900 8,976 

更 新 計 画 1,679 5,507 

そ の 他 184 419 

計 4,763 14,902 

※その他：その他の投資額 

 

エ 財源について 

① 収支計画の投資額に対する財源 

建設改良事業（投資）の財源は、国庫補助対象事業については国庫補助金を活用する

とともに、年度ごとの事業費に応じて企業債（令和９年度までは充当率 50％程度）の

借入れを行い、それ以外の費用は自己資金で賄う予定です。投資計画に基づいて財政シ

ミュレーションを検討し、収支計画を立てました。 

健全経営を維持する条件として、①利益を確保すること、②補填財源は、運転資金の

ほか、今後想定される大規模災害等に対する復旧の財源として 10 億円以上を確保する

ことと設定しました。 

財政収支について、令和８年７月の料金改定を前提として試算すると、料金改定前の

令和７年度は単年度純損益が赤字となる見込みですが、令和８年度及び令和９年度は、

料金改定による給水収益の増加により黒字を確保できる見通しとなりました。また、資

本的収支の補填財源について、令和６年度は 10億円を下回りましたが、企業債や国庫

補助金の活用、さらに料金改定により令和７年度以降は徐々に回復し、令和９年度には

10 億円以上を確保できる見通しです。引き続き、昨今の物価上昇による市民生活や企

業活動への影響にも配慮しつつ、将来にわたって健全な水道事業を維持していくため

に、今後の水道料金のあり方を慎重に検討します。  

29



② 収益的収支の見通し

支出は、減価償却費と支払利息の増加により徐々に上昇する見込みです。料金収入の

減少により令和７年度には損益赤字が発生する見込みですが、令和８年度に予定する

料金改定により、令和８年度及び９年度は利益が確保できる見込みです（図 5-2）。 

図 5-2 収益的収支（令和８年度料金改定） 

③ 資本的収支の見通しと資金残高

収入は企業債と国庫補助金を見込んでおり、この他は自己資金として計画していま

す。令和６年度から令和８年度にかけて一時的に資金（補填財源）が 10億円を下回り

ますが、企業債と国庫補助金の活用、さらに料金改定の効果により、令和９年度以降は

10 億円以上の資金が確保できる見込みです。（図 5-3）。 

図 5-3 資本的収支（令和８年度料金改定） 

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

(H29) (H30) (R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6) (R7) (R8) (R9)

損
益

百
万
円

収
入
・
支
出

百
万
円

収入（実績） 収入（計画）

支出（実績） 支出（計画）

損益（実績） 損益（計画）

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

(H29) (H30) (R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6) (R7) (R8) (R9)

資
金
残
高

百
万
円

収
入
・
支
出

百
万
円

収入（実績） 収入（計画）
支出（実績） 支出（計画）
資金残高（実績） 資金残高（計画）

30



 

 

④ 企業債について 

建設改良事業は、主に企業債と国庫補助金を財源としています。事業費に対する企業

債の充当率は、令和７年度以降 50％程度としています。企業債発行額、償還額及び企

業債残高の実績と計画を図 5-4 に示します。 

一定の資金残高を維持しつつ耐震化事業や再構築事業を実施するため、令和９年度

までは多額の企業債の借入が必要となり、企業債残高は増加していきます。将来的には

充当率を抑制し、徐々に企業債残高を減少させていく計画としています。 

 

図 5-4 企業債発行額、償還額及び企業債残高 

 

オ 投資以外の経費について 

投資以外の経費の設定を表 5-3 に示します。 

表 5-3 投資以外の経費 

項  目 設 定 方 法 

人 件 費 令和７年度の決算見込額が毎年度１％ずつ増加するものとして設定した。 

薬 品 費 最新実績に基づき、将来配水量の見通しを踏まえて設定した。 

動 力 費 
将来配水量の見通しを踏まえつつ、廃止施設や計画施設を考慮して算出した。 

近年の燃料費の高騰を踏まえ、年々増加していくものとして設定した。 

修繕費・委託料等 令和７年度の決算見込額が毎年度１％ずつ増加するものとして設定した。 

減 価 償 却 費 既存分の償却費に新規分の年度ごとの償却費を算出して合算した。 

そ の 他 の 経 費 過去５年間の実績値及び令和７年度の決算見込額に基づき設定した。 

支 払 利 息 

令和６年度までに借り入れた企業債の支払利息と、令和７年度以降の借入による支

払利息増加分を合算して算出した。計画期間の借入条件については償還期間 40 年の

うち据置期間を５年とし、利率は年間 3.0％と設定した。 
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（２）投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 
ア 投資についての検討状況等 

現在、水道施設の整備については、Ａゾーン、Ｂゾーン、Ｃゾーンとエリア分けをし

て整備を進めています。限られた財源を効率的に使いながら計画的に投資をするために

は、施設の現状を把握し、優先度に応じて整備を進めることが重要です。 

Ｂゾーンは、市域西側の山手に位置し、給水量も少なく規模も小さい施設が点在して

いるとともに地形上高低差が大きいことから、水圧を調整する設備が多く設置されてい

ます。Ｂゾーンについても、ＡゾーンやＣゾーンの整備とともに、優先的に更新する施

設を特定して計画的に実施する予定です。 

イ 広域化・広域連携への取組 

諏訪圏域は、諏訪湖周及び八ヶ岳山麓を中心とした盆地帯に市町村域が形成され、市

町村ごとに水道事業を実施しています。圏域内では給水区域が近接連続し、比較的コン

パクトにまとまっているため、効果的な広域連携策を行える可能性が高い地域となって

います。また、人口減少による給水収益の減少に加え、水道施設整備費用を賄う財源の

確保、適切な規模での施設更新、今後の事業実施に必要な専門性の高い技術職員の確保

等、各事業体は共通の課題を抱えています。 

広域化・広域連携については、「長野県水道広域化推進プラン」の策定に当たり開催さ

れた「長野県水道ビジョン検討委員会」で令和４年に検討がされています。委員会では、

財政の改善効果が大きく、事業者の組織体制強化を図ることができる「事業統合」を目

指していくことが望ましいとされる一方、事業者間の料金格差や負担増加等の問題が生

じる可能性から「事務の共同化」を最優先に検討し、スケールメリットによる経費削減

や技術力・専門性を高めることを通じて、市民サービスの向上を図っていくべきと指摘

されています。 

本市では、同時期に開催された「諏訪圏域水道事業広域連携検討会」において、圏域

内市町村及び県とともに、施設の共同化、維持管理・検針業務等の委託や薬品・資材等

購入事務の広域的処理、災害時における近隣市町との水道連結管の運用など災害時対応

の施設整備等について検討を進め、段階的に課題を解消していくことを当面の対応とし

て協議しています。今後は、検討が進んでいる項目について引き続き協議し、必要に応

じて県が策定する「水道基盤強化計画」に具体的方針を示すよう研究をします。 

ウ 民間活力の活用 

水道事業は、人口減少による給水収益の減少が想定される中、時代に見合う規模での

老朽化施設の更新、技術継承を含む安定的な技術基盤の確保、安定的な経営を確保する

ための適切な水道料金の設定など、事業者ごと様々な課題を抱えています。これら課題

に適切に対応し、サービス水準の維持向上と経費の削減を図るための手法の一つとして、

官民連携による民間活力の活用が挙げられています。 

本市では、水源・配水池等の設備に異常が発生した際の警報対応業務や、小井川浄水

場における保守点検等の施設管理業務を民間委託しています。また、メーター検針やメ
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ーター交換、開閉栓業務について岡谷市水道事業協同組合へ委託しているほか、上下水

道料金がコンビニエンスストアやスマートフォンアプリで支払えるよう、収納事務の一

部を民間のサービスに委託しています。 

民間活力の活用については、他市町村の状況や先進的な取組の情報収集に努め、水道

事業の効率化や健全経営を進めるための様々な取組と一体的に研究をします。 

エ 水道料金改定の検討 

本市では、安全・安心な水道水の安定供給を継続するため、岡谷市水道事業基本計画

に基づき事業運営に関する方針を定め、岡谷市水道事業経営戦略において計画期間中の

投資・財政計画を策定し、事業を実施しています。 

水道料金については、水道事業経営戦略における投資・財政計画とあわせて３年ごと

に見直し、健全経営を維持できるよう、次の条件により料金水準について検討します。 

・収益的収支において利益を確保すること。 

・補填財源は、運転資金のほか、今後想定される大規模災害等に対する復旧の財源と

して１０億円以上を確保すること。 

今回の経営戦略改定にあわせて水道料金を見直し、令和８年７月から平均 16.8％の

水道料金改定を予定しています。今後も、市民生活や企業活動に配慮しつつ、安定した

水道事業経営を持続するための適正な料金水準について検討を継続していきます。 

オ 投資以外の経費についての検討状況等 

職員数については、効率的な経営を行うために業務の見直しを行い、職員数の削減を

実施してきました。水道施設の管理業務は、現在のところ管理技術に精通した職員が直

営で行っていますが、民間活力の活用や技術継承の観点も考慮しながら、岡谷市全体の

職員配置の状況や経営状況を勘案し、必要な職員数を確保します。 

施設の維持管理経費については、将来の水需要減少を見据え、水道施設を適切に維持

していくため、投資計画に基づく施設の統廃合（ダウンサイジング）を進めるほか、水

運用の効率化、経年管の更新、漏水対策の推進等により修繕費や動力費の削減に努めま

す。 

資産の有効活用については、廃止した水道施設の取壊しや未利用土地の売却等を行っ

ており、引き続き実施します。 
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６ 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 
本経営戦略の取組や収支計画については、ＰＤＣＡサイクルに沿って進捗管理、改善を図

っていきます（図 6-1）。 

表 6-1 に、経常収支比率や料金回収率の目標値と経営戦略及び水道料金の見直しの時期

を示します。現状の経常収支比率や料金回収率を維持しながらさらに向上を図っていくた

め、３年に１回の頻度で経営戦略の見直しを行い、それに合わせて適正な水道料金について

検討し、必要に応じて料金を改定していきます。 

水道事業の経営環境が大きく変動し、投資・財政計画と実績とのかい離が生じた場合はそ

の原因に対する分析を行い、結果を反映していきます。 

 

図 6-1 経営戦略の見直しサイクル 

 

表 6-1 経営指標の目標値及び経営戦略等の見直し時期 

 
 

R06 R09 R12 R15

実績 目標 目標 目標

経常収支比率 100% ⇒ ⇒
100%

以上
⇒ ⇒

100%

以上
⇒ ⇒

100%

以上

料金回収率 99% ⇒ ⇒
100%

以上
⇒ ⇒

100%

以上
⇒ ⇒

100%

以上

資金残高 ８億円 ⇒ ⇒
10億円

以上
⇒ ⇒

4億円

以上
⇒ ⇒

4億円

以上

企業債残高 34億円 ⇒ ⇒
R06より

減
⇒ ⇒

R06より

減
⇒ ⇒

R12より

減

経営戦略見直し ● ● ● ●
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適正料金の検討 ● ● ●
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（必要に応じて）
〇 〇 ○

R13 R14R07 R08 R10 R11

2018(H30)～ 2027(R09) 2028(R10)～ 2037(R19)

ＰＬＡＮ 
事業計画 

ＤＯ 
進捗管理 

ＡＣＴＩＯＮ 
改善の検討 

ＣＨＥＣＫ 
達成度の確認 
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用語解説（五十音順） 

用語 説明 

い 
一般会計繰入金 

地方公営企業がその経費の一部に充てるため、一般会計から繰り入れる

資金。総務省が示す繰入基準に沿った基準内繰入金と、事業運営上の必

要性などから独自に繰入する基準外繰入金がある。 

い 
一般会計 

歳入・歳出のうち、地方公共団体の行政運営における基本的な経費を中

心に計上し、経理する会計をいう。 

お 
応急時給水拠点 

地震などの災害で断水が起きた場合に、応急給水を行う拠点となる施設

（配水池）をいう。 

か 
幹線管路 

浄水場から配水池までの送水管や配水池間を連絡する配水管等の重要

性が高い管路を幹線あるいは配水幹線という。配水支管に分岐する配水

本管と区別するために使用される。 

か 
管路経年化率 

（法定耐用年数を超えた管路延長÷管路延長）× 100 

法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標 

か 
管路更新率 

（当該年度に更新した管路延長÷管路延長）×100 

当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新ペースや

状況を把握できる。更新された管路とは、年間に更新された導・送・配

水管をいう(km)。管路総延長とは、実際に供用している導水管、送水管、

配水管の総延長のことをいう（km）。管理していても廃止した管は含まな

い。 

か 
管路の耐震適合率 

（耐震適合管延長／基幹管路総延長）×100 

基幹管路総延長に対する耐震適合管の延長を表す指標 

き 
基幹管路 

水道管路網のうち、特に重要な部分のこと。具体的には、水源から浄水

場までをつなぐ「導水管」、浄水場と配水地をつなぐ「送水管」、配水池

から各家庭などに分岐する「配水本管」の３つから構成される。 

き 
基幹施設 

地震などの災害において、施設が破損すると、生活に重大な影響が及ぶ

可能性がある施設のこと。具体的には、浄水場や配水池などが該当する。 

き 
給水 

給水申込者に対し、水道事業者が布設した配水管より直接分岐して、給

水装置を通じて必要とする量の飲用に適する水を供給すること。 

き 
給水管 

給水装置及び給水装置より下流の受水槽以下の給水設備を含めた水道

用の管で呼び径 13～50mm のサイズが主流である。 

き 
給水区域 

当該水道事業者が国土交通大臣または都道府県知事の認可を受け、一般

の需要に応じて給水を行うこととした区域をいう。 

き 
給水原価 

（総費用－受託工事費－長期前受金戻入）÷年間総有収水量［円/㎥］ 

有収水量１㎥当たりどれだけの費用を要しているかを示す指標 
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き 
給水収益 

水道事業会計における営業収益の一つで、水道事業収益のうち、最も重

要な位置を占める収益のこと。通常、水道料金として収入となる収益が

これに当たる。 

き 
給水人口 給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口をいう。 

き 
給水装置 

需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐し

て設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。 

き 
給水量 

給水区域内の一般の需要に応じて給水するため、水道事業者が定める事

業計画上の給水量のこと。 

き 
供給単価 

料金収入÷年間有収水量［円/㎥］ 

水道料金の対象となった水１㎥当たりでどれだけの収益を得ているか

を示す。水道料金の水準を示す指標 

き 
企業債（地方債） 

地方公営企業が事業資金に充てるために国等から調達する長期の借入

金。施設・管路等の建設・改良やその他の事業資金の財源となる。 

き 
企業債残高対給水収
益比率 

（企業債現在高合計÷給水収益）×100 

給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指

標 

き 
基準外繰入 

公益性の観点から、一般会計から水道事業に繰り出す経費（繰入金）の

うち、総務省が示す繰出基準に合致しない経費 

ぎ 
行政区域内人口 行政を行う上での地域の区分内での住民基本台帳に基づく人口 

け 
経営戦略 

各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長

期的な経営の基本計画のこと。施設・設備に関する投資の見通しを試算

した計画と、財源の見通しを試算した計画を主な構成要素とする。 

け 
計画給水人口 

水道事業経営の認可に係わる事業計画において定める給水人口をいう。

水道施設の規模を決定する要因の一つであり、計画給水区域内の常住人

口を基に計画年次における人口を推定し、これに給水普及率を乗じて定

める。 

け 
経常収支比率 

（経常収益÷経常費用）×100 

収益性を見る際の最も代表的な指標である。 

け 
経年化資産（管路） 経過年数が法定耐用年数の 1.0～1.5 倍の資産額（管路延長） 

け 
健全資産（管路） 経過年数が法定耐用年数以内の資産額（管路延長） 

け 
建設改良費 固定資産の新規取得又はその価値の増加のために要する経費 
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げ 
現在給水人口 

現在の給水人口のこと。給水人口とは、給水区域内に移住し、水道によ

り給水を受けている人口をいう。 

こ 
更新需要 現有施設における今後の更新に必要な総事業費 

こ 
コンセッション方式 

施設の所有権を移転せず、民間事業者にインフラの事業運営に関する権

利を長期間にわたって付与する方式。平成 23 年 5 月の改正 PFI 法では

「公共施設等運営権」として規定された。 

し 
施設利用率 

（一日平均配水量÷一日配水能力）×100 

配水能力に対する配水量の割合を示すもので、施設の利用状況を総合的

に判断する上で重要な指標である。 

し 
資本的収支 

企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良及び建設改良に係る企業

債償還金などの支出とその財源となる収入のこと。 

し 
収益的収支 水道事業の営業活動に伴い発生する収入と支出のこと。 

し 
収納率 

（実際の収入額÷水道料金の調定額）× 100 

水道メーターで検針した水道料金の調定額に対し、実際に収入された金

額の割合のこと。 

じ 
重要給水施設管路 

震災時において、給水が特に必要な重要給水施設（医療機関、避難場所・

避難地、避難所、福祉施設及び防災拠点等）に給水する管路をいう。 

じ 
従量料金 

水道料金のうち、水の使用量に応じて負担する料金のこと。 

じ 
浄水処理 

水道水としての水質を得るため、原水水質の状況に応じて水を浄化する

こと。固液分離プロセスと消毒プロセスとを組み合わせたものが中心と

なっている。通常の浄水処理を行っても浄水水質の管理目標に適合しな

い場合は、活性炭処理法、オゾン処理法、生物処理法などの高度浄水処

理プロセスを組み合わせて行う。 

じ 
浄水施設 

水源から送られた原水を飲用に適するように処理する施設。一般的に、

凝集、沈澱、濾過、消毒などの処理を行う施設をいう。浄水処理の方式

は水源の種類によって異なるが、①塩素消毒のみの方式、②緩速濾過方

式、③急速濾過方式、④高度浄水処理を含む方式、⑤その他の処理の方

式のうち、適切なものを選定し処理する。 

じ 
浄水場 

浄水処理に必要な設備がある施設のこと。原水の水質により浄水方法は

異なる。 

す 
水源 

一般に取水する地点の水をいうが、河川最上流部やダム湖など、その水

の源となる地点の水を指す場合がある。水源の種類には、河川表流水、

湖沼水、ダム水、地下水、湧水、伏流水がある。 
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す 
水道普及率 

現状における給水人口と行政区域内人口の割合。給水普及率は計画給水

区域における人口のうち現状の給水人口との比で、水道普及率とは異な

る。 

そ 
送水施設 

浄水場から配水池までに浄水を送る施設をいい、調整池、送水ポンプ、

送水管、送水トンネル及びその附帯施設である。 

た 
耐震管 

レベル２地震動において、管路の破損や継手の離脱等の被害が軽微な

管。液状化等による地盤変状に対しても、同等の耐震性能を有する管 

た 
耐震化率・耐震適合率 

耐震化率とは、対象施設全体に対して十分な耐震性を有する施設が、ど

の程度あるのかを示す割合。耐震適合率とは、管路の総延長に対して耐

震適合性のある管路の延長が、どの程度あるかを示す割合 

た 
耐震化、地震対策 

地震等の自然災害、水質事故等の非常事態においても、基幹的な水道施

設の安全性の確保や重要施設等への給水の確保、さらに、被災した場合

でも速やかに復旧できる体制の確保すること、また、施設の耐震性能を

確保する対策をいう。 

た 
耐震適合管 

レベル２地震動において、地盤によっては管路の破損や継手の離脱等の

被害が軽微な管 

た 
耐用年数 

減価償却資産が利用に耐える年数をいう。 

だ 
第三者委託 

水道法第 24 条の３に基づく第三者委託は、水道の管理に関する技術上

の業務を委託するものであり、委託業務内容における水道法上の責任を

第三者委託の受託する者に負わせること。 

だ 
ダウンサイジング 

需要の減少や技術進歩に伴い、施設更新等の際に施設能力を縮小し、施

設の効率化を図ること。 

ち 
長期前受金戻入 

建設改良のための補助金や一般会計繰入金等を収益（長期前受金戻入）

として計上したもの 

ど 
導水施設 

水道施設のうち、取水施設を経た水を浄水場まで導く施設で、主要なも

のは、導水路（導水渠、導水管）、導水ポンプ、原水調整池などである。 

は 
配水管 

配水池やポンプ施設などの配水施設から個々の使用者に給水する水道

管のうち、水道課が布設し、維持・管理するもの 

は 
配水池 

給水区域の需要量に応じて適切な配水を行うために、浄水を一時貯える

池のこと。通常は標高の高い場所に設置し、位置エネルギーにより水道

水を自然流下させて、配水圧を確保する。 

は 
配水量 

配水池、配水ポンプなどから配水管に送り出された水量。配水量は、料

金水量、消火水量、折損補償水量、メーター不感水量、事業用水量など

からなる有効水量と、漏水量、調定減額水量からなる無効水量に区分さ

れている。 
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ほ 
法定耐用年数 

地方公営企業法施行規則で定められている耐用年数のこと。規則別表第

２号及び第３号並びに「地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等

の勘定科目等について（通知）」（平成 24 年 10 月 19 日付け総財公第 99

号） 

ゆ 
有収水量 

料金徴収の対象となった水量及び他会計等から収入のあった水量をい

う。 

ゆ 
有収率 

（年間総有収水量÷年間総配水量）×100 

施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標 

ゆ 
有形固定資産減価償
却率 

（有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産の

帳簿原価）× 100 

償却資産における減価償却済の部分の割合を示す比率である。減価償却

の進み具合や資産の経過年数を知ることができる。 

り 
料金回収率 

（供給単価÷給水原価）×100 

供給単価と給水原価との関係を見るものであり、料金回収率が 100％を

下回っている場合、給水に係る費用が水道料金による収入以外に他の収

入で賄われていることを意味する。 

る 
類似規模団体平均 

給水形態、法の適用状況、現在給水人口で区分された類似団体の平均値

のことをいう。岡谷市水道事業は、末端給水事業の 3 万人以上 5 万人未

満(A5)に該当する。 

る 
累積欠損比率 

累積欠損金÷（営業収益－受託工事収益）×100 

事業体の経営状況が健全な状態にあるかどうかを、累積欠損金の有無に

より把握しようとするもので、営業収益に対する累積欠損金の割合をい

う。 

り 
流動比率 

（流動資産÷流動負債）×100 

流動負債に対する流動資産の割合であり、短期債務に対する支払能力を

表している。流動比率、は 100％以上であることが必要であり、100％を

下回っていれば不良債務が発生していることになる。 

ろ 
老朽化資産（管路） 

経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍を超えた資産額（管路延長） 

ＰＦＩ プライベート・ファイナンス・イニシアティブの略であり、公共施設等

の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活

用することで、効率化やサービスの向上を図る公共事業の手法 

ＰＰＰ パブリック・プライベート・パートナーシップの略であり、官と民がパ

ートナーを組んで事業を行う新しい官民協力の形態のこと。公共サービ

スの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間

のノウハウを活用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの 
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